
第 4 8号 議 案
令 和 ２ 年 1 1月 2 7日 

任 用 給 与 課 

「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見聴取について 

  地方公務員法第５条第２項に基づき、令和２年11月24日付２議事第317号及び令和２年

11月24日付２議事第318号をもって東京都議会議長より照会のあった議案（別添）に係る

意見については、下記のとおり回答する。 

  記 

Ⅰ 令和２年11月24日付２議事第317号による照会 

議 案 名 

１ 第189号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

２ 第190号議案 東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の

一部を改正する条例 

３ 第191号議案 東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例

の一部を改正する条例 

４ 第196号議案 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

意  見 

異議ありません。 

Ⅱ 令和２年11月24日付２議事第318号による照会 

議 案 名 

１ 第188号議案 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

２ 第192号議案 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

３ 第193号議案 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

４ 第194号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

５ 第195号議案 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

意  見 

異議ありません。 
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１ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

令和２年の人事委員会勧告に伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文  内           容 

期 末 手 当 

第21条第２項 

   第３項 

 

 

【期末手当の支給割合の改正：勧告どおり】 

○ 期末手当の支給割合を下表のとおり改正 

                            （単位：月分） 

適用区分 現行 

改正後 

令和２年

12月期 

令和３年 

６月期以降 

再任用 

以外 

非管理職 1.30 1.20 1.25 

課長 1.10 1.00 1.05 

部長 1.00 0.90 0.95 

指定職 0.70 0.65 0.675 

再任用 

非管理職 0.725 0.675 0.70 

管理職 0.625 0.575 0.60 

指定職 0.375 0.325 0.35 
 

施 行 期 日 

附則 

公布の日（令和２年 11月 30日予定） 

ただし、令和３年６月期以降の支給割合の改正は、令和３年４月１日 

２ 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

「１」と同様の改正を行う。 
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３ 東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部

を改正する条例 

令和２年の人事委員会勧告に伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文  内           容 

特定任期付職員に

対する給与条例等

の規定の適用 

第５条第１項 

   第２項 

 

【期末手当の支給割合の改正：勧告どおり】 

○ 期末手当の支給割合を下表のとおり改正 

                 （単位：月分） 

現行 

改正後 

令和２年 

12月期 

令和３年 

６月期以降 

1.75 1.70 1.725 
 

施 行 期 日 

附則 

公布の日（令和２年 11月 30日予定） 

ただし、令和３年６月期以降の支給割合の改正は、令和３年４月１日 

４ 東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一

部を改正する条例 

「３」と同様の改正を行う。 

５ 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

防疫等業務手当の支給額の特例適用期限を延長するため、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文  内           容 

防疫等業務手当に

関する措置 

本体附則第４項 

    ただし書 

【特例適用期限の延長】 

○ 「令和３年１月 31日までの間で人事委員会の承認を得て規則で定め

る日限り、その効力を失う。」→令和３年３月 31日まで延長 

○ 支給が失効日以後になる場合は有効 

施 行 期 日 

附則 

公布の日（令和２年 12月 23日予定） 
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６ 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

旅費制度の見直しに伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文  内           容 

用 語 の 意 義 

第２条第１項第５号 

【文言整備】 

「都」→「東京都（以下「都」という。）」 

旅 費 の 支 給 

第３条第２項第２号 

【帰住旅費の支給対象見直し】 

〇 退職時の在勤地に「被災地支援の業務（人事委員会規則で定めるもの

に限る。）に従事することを目的とした都の区域外の在勤地」を追加 

旅 行 命 令 等 

第４条第４項 

【旅行命令の見直し】 

〇 口頭による旅行命令の対象に「内国旅行（宿泊を要しない場合に限

る。）のうち近接地内に出張を命じるとき」を追加 

旅 費 の 種 類 

第６条第７項 

 

【旅行雑費の見直し】 

（現行） 

・旅行中の日数に応じ一日当たりの定額 

 ↓ 

（改正案） 

・出張（外国旅行における近接地外の出張を除く。）又は近接地内の

赴任：実費額 

・近接地外の赴任：旅行中の日数に応じ一日当たりの定額 

旅 費 の 計 算 

第９条第１項 

第11条 

【旅行雑費の見直しに伴う規定整備】 

〇 旅行雑費の定額支給廃止に伴い「旅行雑費」の文言を削除 

近 接 地 内 旅 費 

第15条第２号 

【旅行雑費の見直しに伴う規定整備】 

（現行） 

・引き続く５時間以上かつ在勤庁から１kmを超える旅行（200円） 

（改正案） 

・別表第一に規定 

旅 行 雑 費 

第24条第１項 

   第２項 

別表第一 

 

【旅行雑費の見直し】 

〇 旅行雑費の額（別表第一） 

  （現行） 

   ・一日につき 1,100円 

    ↓ 

  （改正案） 

   ・公務上の必要によりやむを得ず負担した通話料金等の額 

   ・近接地外の赴任 一日につき 1,100円 
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日当、宿泊料及び

食卓料 

第35条 

【旅行雑費の見直しに伴う文言整備】 

〇 第 24条の規定改正に伴う文言整備 

施 行 期 日 

附則第１項 

令和３年４月１日 

 

経 過 措 置 

附則第２項 

・施行日以後に出発する旅行から適用する。 

・施行日前に出発した旅行については、従前の例による。 

 

＜参考＞ 旅行雑費の見直し内容 

主な旅行区分等 
旅行雑費等の額 

通話料金等 

現行 改正案 

出 
 
 
 
 

張 

内 

国 

近接地内 

５時間未満又は在勤庁から

１km以下 
― ― 

実費 

５時間以上かつ在勤庁から

１km超 
200円 定額廃止 実費 

近接地外 
鉄道200km等未満 550円 

交通費 

実費 
実費 

鉄道200km等以上 1,100円 

外 

国 

近接地内 

５時間未満又は在勤庁から

１km以下 
― ― 

実費 
５時間以上かつ在勤庁から

１km超 
200円 定額廃止 

近接地外 日当 同左  

赴 
 
 

任 

内 

国 

近接地内 

５時間未満又は在勤庁から

１km以下 
― ― 実費 

５時間以上かつ在勤庁から

１km超 
200円 定額廃止 実費 

近接地外 

鉄道200km等未満 550円 同左  

鉄道200km等以上 1,100円 同左  
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７ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

介護休暇等の対象となる要介護者の範囲の見直しに伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文  内           容 

育児又は介護を行

う職員の深夜勤務

の制限 

第 10条の２第２項 

【要介護者の範囲の改正】 

「配偶者又は二親等内の親族」 

→「配偶者若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者」 

 施 行 期 日 

附則第１項 

令和３年１月１日 

ただし、附則第２項の規定は公布の日（令和２年 12月 23日予定） 

経 過 措 置 

附則第２項 

   改正後の条例に関する深夜勤務の制限、超過勤務の免除、超過勤務の

制限、短期の介護休暇、介護休暇及び介護時間に係る請求等は施行の日

前においても行うことができる。 

８ 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

「７」と同様の改正を行う。 

９ 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

押印に係る規定の見直しに伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文  内           容 

宣 誓 書 

別記様式１ 

別記様式２ 

別記様式３ 

別記様式４ 

別記様式５ 

【様式の改正】 

〇 新たに職員となった者が署名する宣誓書の様式から「印」を削除 

〇 文言整備 

「且つ」→「かつ」 

「当る」→「当たる」 

「並びに」→「及び」 

施 行 期 日 

附則 

公布の日（令和２年 12月 23日予定） 

 
【参考】別記様式１（公営企業職員、教育公務員、警察職員及び消防職員を除くその他の職員） 

 
宣 誓 書 

 
私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、擁護することを固く

誓います。 
    私は、地方自治の本旨を体するとともに公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、

全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。 
 

年 月 日 
                            氏      名 
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～ 目 次 ～ 

１ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（２頁） 

２ 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（５頁） 

３ 東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する

条例（７頁） 

４ 東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する

条例（８頁） 

５ 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（９頁） 

６ 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例（10頁） 

７ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（13頁） 

８ 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（14頁） 

９ 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例（15頁） 

条 例 改 正 案 文 一 覧 

別 添 

　1　



一

第
百
八
十
九
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
百
八
十
九
号
議
案

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
十
一
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

職　

員　

の　

区　

分

割　
　
　
　
　
　
　
　

合

六
月
に
支
給
す
る
場
合

十
二
月
に
支
給
す
る
場
合

一　

前
項
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
二
か
ら
四
ま
で
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の

も
の

百
分
の
百
三
十

百
分
の
百
二
十

二　

行
政
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務

の
級
が
四
級
で
あ
る
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
行
㈠
四
級
職

員
」
と
い
う
。
）
又
は
指
定
職
給
料
表
以
外
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け

る
職
員
の
う
ち
行
㈠
四
級
職
員
に
相
当
す
る
職
員
で
あ
つ
て
、
そ
の
職

務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
等
を
考
慮
し
て
東
京
都
規
則
で
定
め

る
も
の
（
以
下
「
行
㈠
四
級
等
職
員
」
と
総
称
す
る
。
）

百
分
の
百
十

百
分
の
百

2 . 第 4 回 定 例 会

　2　



二

三　

行
政
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務

の
級
が
五
級
で
あ
る
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
行
㈠
五
級
職

員
」
と
い
う
。
）
又
は
指
定
職
給
料
表
以
外
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け

る
職
員
の
う
ち
行
㈠
五
級
職
員
に
相
当
す
る
職
員
で
あ
つ
て
、
そ
の
職

務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
等
を
考
慮
し
て
東
京
都
規
則
で
定
め

る
も
の
（
以
下
「
行
㈠
五
級
等
職
員
」
と
総
称
す
る
。
）

百
分
の
百

百
分
の
九
十

四　

指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

百
分
の
七
十

百
分
の
六
十
五

　
　

第
二
十
一
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

３　

再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
一
の
項
割
合
の
欄
の
上
欄
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百

分
の
七
十
二
・
五
」
と
、
同
項
割
合
の
欄
の
下
欄
中
「
百
分
の
百
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
七
・
五
」
と
、
同
表
二
の
項
割
合
の
欄

の
上
欄
中
「
百
分
の
百
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
と
、
同
項
割
合
の
欄
の
下
欄
中
「
百
分
の
百
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五

十
七
・
五
」
と
、
同
表
三
の
項
割
合
の
欄
の
上
欄
中
「
百
分
の
百
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
と
、
同
項
割
合
の
欄
の
下
欄
中

「
百
分
の
九
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
七
・
五
」
と
、
同
表
四
の
項
割
合
の
欄
の
上
欄
中
「
百
分
の
七
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三

十
七
・
五
」
と
、
同
項
割
合
の
欄
の
下
欄
中
「
百
分
の
六
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三
十
二
・
五
」
と
す
る
。

第
二
条　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
十
一
条
第
二
項
の
表
中

「

百
分
の
百
三
十

百
分
の
百
二
十

「

百
分
の
百
二
十
五

百
分
の
百
二
十
五

百
分
の
百
十

百
分
の
百

百
分
の
百
五

百
分
の
百
五
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三

第
百
八
十
九
号
議
案
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

百
分
の
百

百
分
の
九
十

百
分
の
九
十
五

百
分
の
九
十
五

百
分
の
七
十

百
分
の
六
十
五

」

百
分
の
六
十
七
・
五

百
分
の
六
十
七
・
五

」

　

「
割
合
の
欄
の
上
欄
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
十
二
・
五
」
と
、
同
項
割
合
の
欄
の
下
欄
中
「
百
分
の
百
二
十
」
と
あ
る

の
は
「
百
分
の
六
十
七
・
五
」
を
「
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
十
」
に
、
「
割
合
の
欄
の
上
欄
中
「
百
分
の
百
十
」
と

あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
と
、
同
項
割
合
の
欄
の
下
欄
中
「
百
分
の
百
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
七
・
五
」
を
「
中
「
百
分
の
百

五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
」
に
、
「
割
合
の
欄
の
上
欄
中
「
百
分
の
百
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
と
、
同
項
割
合
の
欄
の

下
欄
中
「
百
分
の
九
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
七
・
五
」
を
「
中
「
百
分
の
九
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
」
に
、
「
割
合
の
欄

の
上
欄
中
「
百
分
の
七
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三
十
七
・
五
」
と
、
同
項
割
合
の
欄
の
下
欄
中
「
百
分
の
六
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

三
十
二
・
五
」
を
「
中
「
百
分
の
六
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三
十
五
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　

東
京
都
人
事
委
員
会
勧
告
等
に
伴
い
、
職
員
の
給
与
を
改
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
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一

第
百
九
十
六
号
議
案
　
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
百
九
十
六
号
議
案

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条　

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
十
四
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

職　

員　

の　

区　

分

割　
　
　
　
　
　
　
　

合

六
月
に
支
給
す
る
場
合

十
二
月
に
支
給
す
る
場
合

一　

前
項
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
二
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
も
の

百
分
の
百
三
十

百
分
の
百
二
十

二　

教
育
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務
の

級
が
五
級
以
上
で
あ
る
職
員
又
は
事
務
職
員
給
料
表
若
し
く
は
技
術
職

員
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

四
級
で
あ
る
職
員
（
以
下
「
教
育
五
級
等
職
員
」
と
総
称
す
る
。
）

百
分
の
百
十

百
分
の
百

　
　

第
二
十
四
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

３　

再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
一
の
項
割
合
の
欄
の
上
欄
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百

2 . 第 4 回 定 例 会
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二

分
の
七
十
二
・
五
」
と
、
同
項
割
合
の
欄
の
下
欄
中
「
百
分
の
百
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
七
・
五
」
と
、
同
表
二
の
項
割
合
の
欄

の
上
欄
中
「
百
分
の
百
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
と
、
同
項
割
合
の
欄
の
下
欄
中
「
百
分
の
百
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五

十
七
・
五
」
と
す
る
。

第
二
条　

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
の
表
中

「

百
分
の
百
三
十

百
分
の
百
二
十

」
を

「

百
分
の
百
二
十
五

百
分
の
百
二
十
五

」
に
改

百
分
の
百
十

百
分
の
百

百
分
の
百
五

百
分
の
百
五

　

め
、
同
条
第
三
項
中
「
割
合
の
欄
の
上
欄
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
十
二
・
五
」
と
、
同
項
割
合
の
欄
の
下
欄
中
「
百
分

の
百
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
七
・
五
」
を
「
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
十
」
に
、
「
割
合
の
欄
の
上
欄
中

「
百
分
の
百
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
と
、
同
項
割
合
の
欄
の
下
欄
中
「
百
分
の
百
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
七
・
五
」

を
「
中
「
百
分
の
百
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　

東
京
都
人
事
委
員
会
勧
告
等
に
伴
い
、
学
校
職
員
の
給
与
を
改
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
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一

第
百

九

十
号
議
案
　
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

第
百
九
十
号
議
案

東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　
令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

�

提
出
者
　
　
東
京
都
知
事
　
　
小
　
　
池
　
　
百
　
　
合
　
　
子
　
　
　
　
　

東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条
　
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
五
条
中
「
百
分
の
百
七
十
五
」
と
」
の
下
に
「
、
「
百
分
の
百
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
」
と
」
を
加
え
る
。

第
二
条
　
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
五
条
中
「
百
分
の
百
三
十
」
を
「
百
分
の
百
二
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
七
十
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
に
改
め
、
「
、
「
百
分

の
百
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
」
と
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　
東
京
都
人
事
委
員
会
勧
告
等
に
伴
い
、
任
期
付
職
員
の
給
与
を
改
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
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一

第
百
九
十
一
号
議
案
　
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

第
百
九
十
一
号
議
案

東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　
令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

�

提
出
者
　
　
東
京
都
知
事
　
　
小
　
　
池
　
　
百
　
　
合
　
　
子
　
　
　
　
　

東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条
　
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
八
条
中
「
百
分
の
百
七
十
五
」
と
」
の
下
に
「
、
「
百
分
の
百
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
」
と
」
を
加
え
る
。

第
二
条
　
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
八
条
中
「
百
分
の
百
三
十
」
を
「
百
分
の
百
二
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
七
十
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
に
改
め
、
「
、
「
百
分

の
百
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
」
と
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　
東
京
都
人
事
委
員
会
勧
告
等
に
伴
い
、
任
期
付
研
究
員
の
給
与
を
改
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

2 . 第 4 回 定 例 会

　8　



一

第
百
九
十
三
号
議
案
　
東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
百
九
十
三
号
議
案

東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　
令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

�

提
出
者
　
　
東
京
都
知
事
　
　
小
　
　
池
　
　
百
　
　
合
　
　
子
　
　
　
　
　

東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
附
則
第
四
項
中
「
令
和
三
年
一
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
「
定
め
る
日
」
の
下
に
「
（
以
下
「
失
効
す
る
日
」

と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　
た
だ
し
、
失
効
す
る
日
前
に
前
項
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
防
疫
等
業
務
手
当
で
、
失
効
す
る
日

以
後
に
支
給
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
、
失
効
す
る
日
以
後
も
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
状
況
を
踏
ま
え
、
防
疫
等
業
務
手
当
に
関
す
る
措
置
の
期
限
を
延
長
す
る
ほ
か
、
所
要
の
改
正
を
行
う
必

要
が
あ
る
。

2 . 第 4 回 定 例 会
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一

第
百
九
十
二
号
議
案
　
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
百
九
十
二
号
議
案

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
五
号
中
「
都
」
を
「
東
京
都
（
以
下
「
都
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
の
在
勤
地
」
の
下
に
「
又
は
被
災
地
支
援
の
業
務
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
事
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
都
の
区
域
外
の
在
勤
地
」
を
加
え
る
。

　

第
四
条
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
た
だ
し
、
」
の
下
に
「
内
国
旅
行
（
宿
泊
を
要
し
な
い
場
合
に
限
る
。
）
の
う
ち
近
接
地
内
に
出
張
を
命
じ
る
と

き
又
は
」
を
加
え
、
「
又
は
記
録
を
し
、
こ
れ
を
提
示
」
を
「
若
し
く
は
記
録
を
し
、
こ
れ
を
提
示
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
第
七
項
中
「
旅
行
雑
費
は
、
」
の
下
に
「
出
張
（
外
国
旅
行
に
お
け
る
近
接
地
外
の
出
張
を
除
く
。
）
又
は
近
接
地
内
の
赴
任
の
場
合
に

あ
つ
て
は
実
費
額
に
よ
り
、
近
接
地
外
の
赴
任
の
場
合
に
あ
つ
て
は
」
を
加
え
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
又
は
旅
行
雑
費
」
を
削
る
。

　

第
十
一
条
中
「
、
旅
行
雑
費
」
を
削
る
。

　

第
十
五
条
第
二
号
中
「
引
き
続
く
五
時
間
以
上
の
旅
行
で
、
在
勤
庁
か
ら
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
に
は
、
二
百
円
の
額
の
」
を
「
別
表

第
一
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
の
定
額
」
を
「
に
規
定
す
る
額
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
の
旅
行
」
の
下
に
「
（
近
接
地
外
の
赴
任
に
限
る
。
次

項
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
定
額
」
を
「
規
定
に
よ
る
額
」
に
改
め
る
。

2 . 第 4 回 定 例 会
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二

　

第
三
十
五
条
第
三
項
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
中
」
の
下
に
「
「
旅
行
（
近
接
地
外
の
赴
任
に
限
る
。
次
項
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
旅
行
」
と
、
」
を
、
「
日
当
」
と
」
の
下
に
「
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
と
」
を
加
え
る
。

「

別
表
第
一
㈠
の
項
中

旅
行
雑
費
（
一
日
に
つ
き
）

宿
泊
料
（
一
夜
に
つ
き
）

」
を

甲
地
方

乙
地
方

一
、
一
〇
〇
円

一
五
、
〇
〇
〇
円

一
三
、
五
〇
〇
円

一
一
、
〇
〇
〇
円

一
〇
、
〇
〇
〇
円

「

旅
行
雑
費
（
一
日
に
つ
き
）

宿
泊
料
（
一
夜
に
つ
き
）

」
に
改
め
る
。

出
張
又
は
近
接
地
内
の
赴
任

近
接
地
外
の
赴
任

甲
地
方

乙
地
方

公
務
上
の
必
要
に
よ
り
や
む
を
得

ず
負
担
し
た
通
話
料
金
等
の
額

一
、
一
〇
〇
円

一
五
、
〇
〇
〇
円

一
三
、
五
〇
〇
円

一
一
、
〇
〇
〇
円

一
〇
、
〇
〇
〇
円

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
同
日
前

に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
提
案
理
由
）
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三

第
百
九
十
二
号
議
案
　
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

社
会
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
出
張
等
に
係
る
旅
行
雑
費
の
定
額
支
給
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
旅
行
命
令
等
に
係
る
規
定
を
改
め
る
ほ
か
、
所
要

の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
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一

第
百
九
十
四
号
議
案
　
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
百
九
十
四
号
議
案

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
条
の
二
第
二
項
中
「
配
偶
者
又
は
」
を
「
配
偶
者
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
親
族
」
の
下
に
「
又
は
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
」
を
加
え

る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
十
条
の
二
に
規
定
す
る
深
夜
勤
務
の
制
限
、
同
条
例
第
十

条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
超
過
勤
務
の
免
除
、
同
条
例
第
十
条
の
三
に
規
定
す
る
超
過
勤
務
の
制
限
、
同
条
例
第
十
六
条
に
規
定
す
る
短
期
の
介

護
休
暇
、
同
条
例
第
十
七
条
に
規
定
す
る
介
護
休
暇
及
び
同
条
例
第
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
介
護
時
間
に
係
る
請
求
等
は
、
こ
の
条
例
の
施
行

の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
提
案
理
由
）

　

介
護
と
仕
事
と
の
両
立
を
支
援
す
る
た
め
、
介
護
休
暇
等
の
対
象
と
な
る
要
介
護
者
の
範
囲
を
拡
大
す
る
必
要
が
あ
る
。

2 . 第 4 回 定 例 会
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一

第
百
九
十
五
号
議
案
　
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
百
九
十
五
号
議
案

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
配
偶
者
又
は
」
を
「
配
偶
者
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
親
族
」
の
下
に
「
又
は
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
」
を
加
え

る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
深
夜
勤
務
の
制
限
、
同
条

例
第
十
一
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
超
過
勤
務
の
免
除
、
同
条
例
第
十
一
条
の
三
に
規
定
す
る
超
過
勤
務
の
制
限
、
同
条
例
第
十
七
条
に
規
定
す

る
短
期
の
介
護
休
暇
、
同
条
例
第
十
八
条
に
規
定
す
る
介
護
休
暇
及
び
同
条
例
第
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
介
護
時
間
に
係
る
請
求
等
は
、
こ
の

条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
提
案
理
由
）

　

介
護
と
仕
事
と
の
両
立
を
支
援
す
る
た
め
、
介
護
休
暇
等
の
対
象
と
な
る
要
介
護
者
の
範
囲
を
拡
大
す
る
必
要
が
あ
る
。

2 . 第 4 回 定 例 会
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一

第
百
八
十
八
号
議
案
　
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
百
八
十
八
号
議
案

職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　
令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

�

提
出
者
　
　
東
京
都
知
事
　
　
小
　
　
池
　
　
百
　
　
合
　
　
子
　
　
　
　
　

職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
別
記
様
式
一
か
ら
様
式
三
ま
で
の
規
定
中
「
且
つ
」
を
「
か
つ
」
に
、
「
氏
　
　
　
　
　
　
名
　
印
」
を
「
氏
　
　
　
　
　
　
名
　
」
に
改
め

る
。

　
別
記
様
式
四
中
「
当
る
」
を
「
当
た
る
」
に
、
「
氏
　
　
　
　
　
　
名
　
印
」
を
「
氏
　
　
　
　
　
　
名
　
」
に
改
め
る
。

　
別
記
様
式
五
中
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
、
「
且
つ
」
を
「
か
つ
」
に
、
「
当
る
」
を
「
当
た
る
」
に
、
「
氏
　
　
　
　
　
　
名
　
印
」
を

「
氏
　
　
　
　
　
　
名
　
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　
都
政
の
構
造
改
革
の
推
進
を
踏
ま
え
、
押
印
に
係
る
規
定
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
。

2 . 第 4 回 定 例 会
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～ 目 次 ～ 

１ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（２頁） 

２ 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（８頁） 

３ 東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する

条例（12頁） 

４ 東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する

条例（16頁） 

５ 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（18頁） 

６ 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例（19頁） 

７ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（24頁） 

８ 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（25頁） 

９ 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例（26頁） 

条 例 改 正 新 旧 対 照 表

参 考 
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職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
五
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
）（
第
一
条
関
係
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で 

（
略
） 

（
期
末
手
当
） 

（
期
末
手
当
） 

第
二
十
一
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
一
条 

（
略
） 

 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

職
員
の
区
分 

割
合 

六
月
に
支
給
す

る
場
合 

十
二
月
に
支
給

す
る
場
合 

一 

前
項
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち

二
か
ら
四
ま
で
に
掲
げ
る
職
員

以
外
の
も
の 

百
分
の
百
三
十 

百
分
の
百
二
十 

二 

行
政
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を

受
け
る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す

る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
る
職

員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
行

㈠
四
級
職
員
」
と
い
う
。）
又
は

指
定
職
給
料
表
以
外
の
給
料
表

の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち

行
㈠
四
級
職
員
に
相
当
す
る
職

員
で
あ
つ
て
、
そ
の
職
務
の
複

雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
等
を

考
慮
し
て
東
京
都
規
則
で
定
め

る
も
の
（
以
下
「
行
㈠
四
級
等

職
員
」
と
総
称
す
る
。） 

百
分
の
百
十 
百
分
の
百 

 

職
員
の
区
分 

割
合 

六
月
に
支
給
す

る
場
合 

十
二
月
に
支
給

す
る
場
合 

前
項
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
次
に

掲
げ
る
職
員
以
外
の
も
の 

百
分
の
百
三
十 

百
分
の
百
三
十 

行
政
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け

る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務

の
級
が
四
級
で
あ
る
職
員
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
行
㈠
四
級
職

員
」
と
い
う
。）
又
は
指
定
職
給
料

表
以
外
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け

る
職
員
の
う
ち
行
㈠
四
級
職
員
に

相
当
す
る
職
員
で
あ
つ
て
、
そ
の

職
務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の

度
等
を
考
慮
し
て
東
京
都
規
則
で

定
め
る
も
の
（
以
下
「
行
㈠
四
級

等
職
員
」
と
総
称
す
る
。） 

百
分
の
百
十 

百
分
の
百
十 
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三

行
政
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を

受
け
る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す

る
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
る
職

員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
行

㈠
五
級
職
員
」
と
い
う
。）
又
は

指
定
職
給
料
表
以
外
の
給
料
表

の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち

行
㈠
五
級
職
員
に
相
当
す
る
職

員
で
あ
つ
て
、
そ
の
職
務
の
複

雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
等
を

考
慮
し
て
東
京
都
規
則
で
定
め

る
も
の
（
以
下
「
行
㈠
五
級
等

職
員
」
と
総
称
す
る
。） 

百
分
の
百 

百
分
の
九
十

四

指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
る
職
員 

百
分
の
七
十

百
分
の
六
十
五 

行
政
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け

る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務

の
級
が
五
級
で
あ
る
職
員
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
行
㈠
五
級
職

員
」
と
い
う
。）
又
は
指
定
職
給
料

表
以
外
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け

る
職
員
の
う
ち
行
㈠
五
級
職
員
に

相
当
す
る
職
員
で
あ
つ
て
、
そ
の

職
務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の

度
等
を
考
慮
し
て
東
京
都
規
則
で

定
め
る
も
の
（
以
下
「
行
㈠
五
級

等
職
員
」
と
総
称
す
る
。） 

百
分
の
百 

百
分
の
百 

指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る

職
員

百
分
の
七
十

百
分
の
七
十

３

再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表

一
の
項
割
合
の
欄
の
上
欄
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

七
十
二
・
五
」
と
、
同
項
割
合
の
欄
の
下
欄
中
「
百
分
の
百
二
十
」
と
あ

る
の
は
「
百
分
の
六
十
七
・
五
」
と
、
同
表
二
の
項
割
合
の
欄
の
上
欄
中

「
百
分
の
百
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
と
、
同
項
割
合

の
欄
の
下
欄
中
「
百
分
の
百
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
七
・
五
」
と
、

同
表
三
の
項
割
合
の
欄
の
上
欄
中
「
百
分
の
百
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

六
十
二
・
五
」
と
、
同
項
割
合
の
欄
の
下
欄
中
「
百
分
の
九
十
」
と
あ
る

の
は
「
百
分
の
五
十
七
・
五
」
と
、
同
表
四
の
項
割
合
の
欄
の
上
欄
中
「
百

分
の
七
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三
十
七
・
五
」
と
、
同
項
割
合
の
欄

の
下
欄
中
「
百
分
の
六
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三
十
二
・
五
」
と

す
る
。

３

再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合

と
す
る
。 

百
分
の
百
三
十 

百
分
の
七
十
二
・
五 

百
分
の
百
十

百
分
の
六
十
二
・
五 

百
分
の
百 

百
分
の
六
十
二
・
五 

百
分
の
七
十

百
分
の
三
十
七
・
五
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４
及
び
５ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
一
条
の
二
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
七
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

４
及
び
５ 

（
略
） 

第
二
十
一
条
の
二
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
七
ま
で 

（
略
） 
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職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
五
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
）（
第
二
条
関
係
）

改
正
案

現
行

第
一
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
一
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で

（
略
） 

（
期
末
手
当
） 

（
期
末
手
当
） 

第
二
十
一
条

（
現
行
の
と
お
り
）

第
二
十
一
条 

（
略
） 

２

（
現
行
の
と
お
り
）

２

（
略
） 

職
員
の
区
分

割
合

六
月
に
支
給
す

る
場
合

十
二
月
に
支
給

す
る
場
合 

一

前
項
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち

二
か
ら
四
ま
で
に
掲
げ
る
職
員

以
外
の
も
の

百
分
の
百
二
十

五

百
分
の
百
二
十

五

二

行
政
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を

受
け
る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す

る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
る
職

員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
行

㈠
四
級
職
員
」
と
い
う
。）
又
は

指
定
職
給
料
表
以
外
の
給
料
表

の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち

行
㈠
四
級
職
員
に
相
当
す
る
職

員
で
あ
つ
て
、
そ
の
職
務
の
複

雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
等
を

考
慮
し
て
東
京
都
規
則
で
定
め

る
も
の
（
以
下
「
行
㈠
四
級
等

職
員
」
と
総
称
す
る
。） 

百
分
の
百
五

百
分
の
百
五

職
員
の
区
分 

割
合

六
月
に
支
給
す

る
場
合

十
二
月
に
支
給

す
る
場
合 

一

前
項
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち

二
か
ら
四
ま
で
に
掲
げ
る
職
員

以
外
の
も
の

百
分
の
百
三
十 

百
分
の
百
二
十 

二

行
政
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を

受
け
る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す

る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
る
職

員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
行

㈠
四
級
職
員
」
と
い
う
。）
又
は

指
定
職
給
料
表
以
外
の
給
料
表

の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち

行
㈠
四
級
職
員
に
相
当
す
る
職

員
で
あ
つ
て
、
そ
の
職
務
の
複

雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
等
を

考
慮
し
て
東
京
都
規
則
で
定
め

る
も
の
（
以
下
「
行
㈠
四
級
等

職
員
」
と
総
称
す
る
。） 

百
分
の
百
十

百
分
の
百
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三

行
政
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を

受
け
る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す

る
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
る
職

員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
行

㈠
五
級
職
員
」
と
い
う
。）
又
は

指
定
職
給
料
表
以
外
の
給
料
表

の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち

行
㈠
五
級
職
員
に
相
当
す
る
職

員
で
あ
つ
て
、
そ
の
職
務
の
複

雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
等
を

考
慮
し
て
東
京
都
規
則
で
定
め

る
も
の
（
以
下
「
行
㈠
五
級
等

職
員
」
と
総
称
す
る
。） 

百
分
の
九
十
五 

百
分
の
九
十
五 

四

指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
る
職
員 

百

分

の

六

十

七
・
五

百

分

の

六

十

七
・
五

三

行
政
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を

受
け
る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す

る
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
る
職

員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
行

㈠
五
級
職
員
」
と
い
う
。）
又
は

指
定
職
給
料
表
以
外
の
給
料
表

の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち

行
㈠
五
級
職
員
に
相
当
す
る
職

員
で
あ
つ
て
、
そ
の
職
務
の
複

雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
等
を

考
慮
し
て
東
京
都
規
則
で
定
め

る
も
の
（
以
下
「
行
㈠
五
級
等

職
員
」
と
総
称
す
る
。） 

百
分
の
百 

百
分
の
九
十

四

指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
る
職
員 

百
分
の
七
十

百
分
の
六
十
五 

３

再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表

一
の
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
十
」
と
、
同

表
二
の
項
中
「
百
分
の
百
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
」
と
、
同
表

三
の
項
中
「
百
分
の
九
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
」
と
、
同
表

四
の
項
中
「
百
分
の
六
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三
十
五
」
と

す
る
。

３

再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表

一
の
項
割
合
の
欄
の
上
欄
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

七
十
二
・
五
」
と
、
同
項
割
合
の
欄
の
下
欄
中
「
百
分
の
百
二
十
」
と
あ

る
の
は
「
百
分
の
六
十
七
・
五
」
と
、
同
表
二
の
項
割
合
の
欄
の
上
欄
中

「
百
分
の
百
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
と
、
同
項
割
合

の
欄
の
下
欄
中
「
百
分
の
百
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
七
・
五
」
と
、

同
表
三
の
項
割
合
の
欄
の
上
欄
中
「
百
分
の
百
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

六
十
二
・
五
」
と
、
同
項
割
合
の
欄
の
下
欄
中
「
百
分
の
九
十
」
と
あ
る

の
は
「
百
分
の
五
十
七
・
五
」
と
、
同
表
四
の
項
割
合
の
欄
の
上
欄
中
「
百

分
の
七
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三
十
七
・
五
」
と
、
同
項
割
合
の
欄

の
下
欄
中
「
百
分
の
六
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三
十
二
・
五
」
と

す
る
。
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４
及
び
５ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
一
条
の
二
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
七
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

４
及
び
５ 

（
略
） 

第
二
十
一
条
の
二
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
七
ま
で 

（
略
） 
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学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
六
十
八
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
期
末
手
当
） 

第
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 

（
略
） 

（
期
末
手
当
） 

第
二
十
四
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
四
条 

（
略
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

 

職

員

の

区

分 

割 
 
 
 
 

合 

六
月
に
支
給
す
る

場
合 

十
二
月
に
支
給
す

る
場
合 

一 

前
項
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
二

に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
も
の 

百
分
の
百
三
十 

百
分
の
百
二
十 

二 

教
育
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け

る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務

の
級
が
五
級
以
上
で
あ
る
職
員
又

は
事
務
職
員
給
料
表
若
し
く
は
技

術
職
員
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け

る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務

の
級
が
四
級
で
あ
る
職
員
（
以
下

「
教
育
五
級
等
職
員
」
と
総
称
す

る
。
） 

百
分
の
百
十 

百
分
の
百 

 

 

職

員

の

区

分 

割 
 
 
 
 

合 

六
月
に
支
給
す
る

場
合 

十
二
月
に
支
給
す

る
場
合 

前
項
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
次
に
掲

げ
る
職
員
以
外
の
も
の 

百
分
の
百
三
十 

百
分
の
百
三
十 

教
育
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職

員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

五
級
以
上
で
あ
る
職
員
又
は
事
務
職

員
給
料
表
若
し
く
は
技
術
職
員
給
料

表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち

そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ

る
職
員
（
以
下
「
教
育
五
級
等
職
員
」

と
総
称
す
る
。
） 

百
分
の
百
十 

百
分
の
百
十 

 

３ 

再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
一

の
項
割
合
の
欄
の
上
欄
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
十

二
・
五
」
と
、
同
項
割
合
の
欄
の
下
欄
中
「
百
分
の
百
二
十
」
と
あ
る
の
は

「
百
分
の
六
十
七
・
五
」
と
、
同
表
二
の
項
割
合
の
欄
の
上
欄
中
「
百
分
の

３ 
再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
百

分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
十
二
・
五
」
と
、
「
百
分
の
百
十
」

と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
と
す
る
。 
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百
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
と
、
同
項
割
合
の
欄
の
下
欄

中
「
百
分
の
百
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
七
・
五
」
と
す
る
。 

４
及
び
５ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

４
及
び
５ 

（
略
） 

第
二
十
四
条
の
二
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
四
条
の
二
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
） 
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学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
六
十
八
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
期
末
手
当
） 

第
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 

（
略
） 

（
期
末
手
当
） 

第
二
十
四
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
四
条 

（
略
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

 

職

員

の

区

分 

割 
 
 
 
 

合 

六
月
に
支
給
す
る

場
合 

十
二
月
に
支
給
す

る
場
合 

一 

前
項
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
二

に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
も
の 

百
分
の
百
二
十
五 

百
分
の
百
二
十
五 

二 

教
育
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け

る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務

の
級
が
五
級
以
上
で
あ
る
職
員
又

は
事
務
職
員
給
料
表
若
し
く
は
技

術
職
員
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け

る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務

の
級
が
四
級
で
あ
る
職
員
（
以
下

「
教
育
五
級
等
職
員
」
と
総
称
す

る
。
） 

百
分
の
百
五 

百
分
の
百
五 

 

 

職

員

の

区

分 

割 
 
 
 
 

合 

六
月
に
支
給
す
る

場
合 

十
二
月
に
支
給
す

る
場
合 

一 

前
項
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
二

に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
も
の 

百
分
の
百
三
十 

百
分
の
百
二
十 

二 

教
育
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け

る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務

の
級
が
五
級
以
上
で
あ
る
職
員
又

は
事
務
職
員
給
料
表
若
し
く
は
技

術
職
員
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け

る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務

の
級
が
四
級
で
あ
る
職
員
（
以
下

「
教
育
五
級
等
職
員
」
と
総
称
す

る
。
） 

百
分
の
百
十 

百
分
の
百 

 

３ 

再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
一

の
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
十
」
と
、
同
表
二

の
項
中
「
百
分
の
百
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
」
と
す
る
。 

３ 
再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
一

の
項
割
合
の
欄
の
上
欄
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
十

二
・
五
」
と
、
同
項
割
合
の
欄
の
下
欄
中
「
百
分
の
百
二
十
」
と
あ
る
の
は

「
百
分
の
六
十
七
・
五
」
と
、
同
表
二
の
項
割
合
の
欄
の
上
欄
中
「
百
分
の
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百
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
と
、
同
項
割
合
の
欄
の
下
欄

中
「
百
分
の
百
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
七
・
五
」
と
す
る
。 

４
及
び
５ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

４
及
び
５ 

（
略
） 

第
二
十
四
条
の
二
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
四
条
の
二
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
） 
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東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

【
第
一
条
関
係
】 

改 
 

 
 

正 
 

 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

 
 

 

行 

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
等
の
規
定
の
適
用
） 

第
五
条 

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
、
第
六
条
の
二

第
二
項
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
九
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
条
、

第
二
十
一
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

二
条
第
一
項
中
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当

並
び
に
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員
採
用
条
例
」
と
い
う
。
）
に

定
め
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
」
と
、
第
三
条
中
「
こ
の
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
こ

の
条
例
及
び
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
の
規
定
」
と
、
第
六
条
の
二
第
二
項
中
「
第

五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
五
条
の
二
並
び
に
前
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び

第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
」
と
あ
る
の
は
「
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第

四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
」
と
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
指
定
す
る
職

員
又
は
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員
、
指
定

職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
又
は
特
定
任
期
付
職
員
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
指
定

す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員
又
は
特
定
任
期
付
職
員
」
と
、
第
十
九
条
の

二
第
三
項
及
び
第
二
十
条
中
「
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
一
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
十
一
条
」
と
、
「
こ
の
条
例
に
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
職
員
採

用
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
」
と
、
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る

の
は
「
百
分
の
百
七
十
五
」
と
、
「
百
分
の
百
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
」
と
、

第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」
と

す
る
。 

２ 

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京 

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
略
） 

（
特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
等
の
規
定
の
適
用
） 

第
五
条 

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
、
第
六
条
の
二

第
二
項
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
九
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
条
、

第
二
十
一
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

二
条
第
一
項
中
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当

並
び
に
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員
採
用
条
例
」
と
い
う
。
）
に

定
め
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
」
と
、
第
三
条
中
「
こ
の
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
こ

の
条
例
及
び
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
の
規
定
」
と
、
第
六
条
の
二
第
二
項
中
「
第

五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
五
条
の
二
並
び
に
前
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び

第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
」
と
あ
る
の
は
「
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第

四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
」
と
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
指
定
す
る
職

員
又
は
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員
、
指
定

職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
又
は
特
定
任
期
付
職
員
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
指
定

す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員
又
は
特
定
任
期
付
職
員
」
と
、
第
十
九
条
の

二
第
三
項
及
び
第
二
十
条
中
「
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
一
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
十
一
条
」
と
、
「
こ
の
条
例
に
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
職
員
採

用
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
」
と
、
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る

の
は
「
百
分
の
百
七
十
五
」
と
、
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
職

員
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」
と
す
る
。 

 

２ 

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京 
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都
条
例
第
六
十
八
号
。
以
下
「
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
、
第
五

条
、
第
八
条
の
二
第
二
項
、
第
十
五
条
の
五
第
二
項
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
二

十
二
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
一
項
中
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」
と
あ
る

の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
並
び
に
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及

び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
。
以
下
「
任

期
付
職
員
採
用
条
例
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
」
と
、
第
五
条

中
「
こ
の
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
の
規
定
」

と
、
第
八
条
の
二
第
二
項
中
「
第
七
条
並
び
に
前
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
九
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
」
と
あ
る
の
は
「
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
」
と
、
第
十
五
条
の
五
第
二
項
中
「
支
給
を
受
け
る
者
」
と
あ

る
の
は
「
支
給
を
受
け
る
者
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」
と
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
中

「
支
給
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
支
給
を
受
け
る
職
員
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」

と
、
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第
二
十
三
条
中
「
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
四
条
の
二
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
」
と
、
「
こ
の
条
例
に
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及

び
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
」
と
、
第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
百
分
の

百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
五
」
と
、「
百
分
の
百
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
百

分
の
百
七
十
」
と
、
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
及
び
特

定
任
期
付
職
員
」
と
す
る
。 

第
六
条
及
び
第
七
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

都
条
例
第
六
十
八
号
。
以
下
「
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
、
第
五

条
、
第
八
条
の
二
第
二
項
、
第
十
五
条
の
五
第
二
項
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
二

十
二
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
一
項
中
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」
と
あ
る

の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
並
び
に
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及

び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
。
以
下
「
任

期
付
職
員
採
用
条
例
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
」
と
、
第
五
条

中
「
こ
の
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
の
規
定
」

と
、
第
八
条
の
二
第
二
項
中
「
第
七
条
並
び
に
前
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
九
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
」
と
あ
る
の
は
「
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
」
と
、
第
十
五
条
の
五
第
二
項
中
「
支
給
を
受
け
る
者
」
と
あ

る
の
は
「
支
給
を
受
け
る
者
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」
と
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
中

「
支
給
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
支
給
を
受
け
る
職
員
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」

と
、
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第
二
十
三
条
中
「
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
四
条
の
二
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
」
と
、「
こ
の
条
例
に
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及

び
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
」
と
、
第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
百
分
の

百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
五
」
と
、
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
中
「
職
員
」

と
あ
る
の
は
「
職
員
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」
と
す
る
。 

 

第
六
条
及
び
第
七
条 

（
略
） 
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東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

【
第
二
条
関
係
】 

改 
 

 
 

正 
 

 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

 
 

 

行 

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
等
の
規
定
の
適
用
） 

第
五
条 

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
、
第
六
条
の
二

第
二
項
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
九
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
条
、

第
二
十
一
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

二
条
第
一
項
中
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当

並
び
に
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員
採
用
条
例
」
と
い
う
。
）
に

定
め
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
」
と
、
第
三
条
中
「
こ
の
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
こ

の
条
例
及
び
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
の
規
定
」
と
、
第
六
条
の
二
第
二
項
中
「
第

五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
五
条
の
二
並
び
に
前
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び

第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
」
と
あ
る
の
は
「
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第

四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
」
と
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
指
定
す
る
職

員
又
は
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員
、
指
定

職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
又
は
特
定
任
期
付
職
員
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
指
定

す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員
又
は
特
定
任
期
付
職
員
」
と
、
第
十
九
条
の

二
第
三
項
及
び
第
二
十
条
中
「
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
一
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
十
一
条
」
と
、
「
こ
の
条
例
に
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
職
員
採

用
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
」
と
、
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
と
あ

る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
と
、
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
職
員
」
と
あ
る

の
は
「
職
員
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」
と
す
る
。 

 

２ 

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京 

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
略
） 

（
特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
等
の
規
定
の
適
用
） 

第
五
条 

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
、
第
六
条
の
二

第
二
項
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
九
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
条
、

第
二
十
一
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

二
条
第
一
項
中
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当

並
び
に
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員
採
用
条
例
」
と
い
う
。
）
に

定
め
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
」
と
、
第
三
条
中
「
こ
の
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
こ

の
条
例
及
び
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
の
規
定
」
と
、
第
六
条
の
二
第
二
項
中
「
第

五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
五
条
の
二
並
び
に
前
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び

第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
」
と
あ
る
の
は
「
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第

四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
」
と
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
指
定
す
る
職

員
又
は
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員
、
指
定

職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
又
は
特
定
任
期
付
職
員
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
指
定

す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員
又
は
特
定
任
期
付
職
員
」
と
、
第
十
九
条
の

二
第
三
項
及
び
第
二
十
条
中
「
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
一
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
十
一
条
」
と
、
「
こ
の
条
例
に
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
職
員
採

用
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
」
と
、
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る

の
は
「
百
分
の
百
七
十
五
」
と
、
「
百
分
の
百
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
」
と
、

第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」
と

す
る
。 

２ 

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京 
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都
条
例
第
六
十
八
号
。
以
下
「
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
、
第
五

条
、
第
八
条
の
二
第
二
項
、
第
十
五
条
の
五
第
二
項
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
二

十
二
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
一
項
中
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」
と
あ
る

の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
並
び
に
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及

び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
。
以
下
「
任

期
付
職
員
採
用
条
例
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
」
と
、
第
五
条

中
「
こ
の
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
の
規
定
」

と
、
第
八
条
の
二
第
二
項
中
「
第
七
条
並
び
に
前
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
九
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
」
と
あ
る
の
は
「
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
」
と
、
第
十
五
条
の
五
第
二
項
中
「
支
給
を
受
け
る
者
」
と
あ

る
の
は
「
支
給
を
受
け
る
者
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」
と
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
中

「
支
給
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
支
給
を
受
け
る
職
員
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」

と
、
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第
二
十
三
条
中
「
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
四
条
の
二
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
」
と
、
「
こ
の
条
例
に
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及

び
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
」
と
、
第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
百
分
の

百
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
と
、
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
中

「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」
と
す
る
。 

 

第
六
条
及
び
第
七
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

都
条
例
第
六
十
八
号
。
以
下
「
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
、
第
五

条
、
第
八
条
の
二
第
二
項
、
第
十
五
条
の
五
第
二
項
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
二

十
二
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
一
項
中
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」
と
あ
る

の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
並
び
に
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及

び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
。
以
下
「
任

期
付
職
員
採
用
条
例
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
」
と
、
第
五
条

中
「
こ
の
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
の
規
定
」

と
、
第
八
条
の
二
第
二
項
中
「
第
七
条
並
び
に
前
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
九
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
」
と
あ
る
の
は
「
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
」
と
、
第
十
五
条
の
五
第
二
項
中
「
支
給
を
受
け
る
者
」
と
あ

る
の
は
「
支
給
を
受
け
る
者
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」
と
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
中

「
支
給
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
支
給
を
受
け
る
職
員
及
び
特
定
任
期
付
職
員
」

と
、
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第
二
十
三
条
中
「
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
四
条
の
二
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
」
と
、「
こ
の
条
例
に
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及

び
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
」
と
、
第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
百
分
の

百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
五
」
と
、「
百
分
の
百
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
百

分
の
百
七
十
」
と
、
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
及
び
特

定
任
期
付
職
員
」
と
す
る
。 

第
六
条
及
び
第
七
条 

（
略
） 
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東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
二
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

【
第
一
条
関
係
】 

改 
 

 
 

正 
 

 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

 
 

 

行 

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例
の
適
用
） 

第
八
条 

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二

条
第
一
項
、
第
三
条
、
第
六
条
の
二
第
二
項
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第

十
九
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
三
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
一
項
中
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
」
と
あ

る
の
は
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
並
び
に
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用

及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
二
号
。
以
下
「
任

期
付
研
究
員
採
用
条
例
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
」
と
、
第
三
条

中
「
こ
の
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
の
規

定
」
と
、
第
六
条
の
二
第
二
項
中
「
第
五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
五
条
の

二
並
び
に
前
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
」
と

あ
る
の
は
「
任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
」
と
、

第
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
指
定
す
る
職
員
又
は
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」

と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員
、
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
又
は
第
一
号
任

期
付
研
究
員
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
指
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員

又
は
第
一
号
任
期
付
研
究
員
」
と
、
第
十
九
条
の
二
第
三
項
及
び
第
二
十
条
中
「
第
二
十

一
条
及
び
第
二
十
一
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
」
と
、
「
こ
の
条
例
に
定
め
る
」

と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
に
規
定
す
る
」
と
、
第

二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
五
」
と
、「
百
分

の
百
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
」
と
、
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
職
員
」

と
あ
る
の
は
「
職
員
及
び
第
一
号
任
期
付
研
究
員
」
と
す
る
。 

第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
略
） 

（
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例
の
適
用
） 

第
八
条 

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二

条
第
一
項
、
第
三
条
、
第
六
条
の
二
第
二
項
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第

十
九
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
三
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
一
項
中
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
」
と
あ

る
の
は
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
並
び
に
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用

及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
二
号
。
以
下
「
任

期
付
研
究
員
採
用
条
例
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
」
と
、
第
三
条

中
「
こ
の
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
の
規

定
」
と
、
第
六
条
の
二
第
二
項
中
「
第
五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
五
条
の

二
並
び
に
前
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
」
と

あ
る
の
は
「
任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
」
と
、

第
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
指
定
す
る
職
員
又
は
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」

と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員
、
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
又
は
第
一
号
任

期
付
研
究
員
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
指
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員

又
は
第
一
号
任
期
付
研
究
員
」
と
、
第
十
九
条
の
二
第
三
項
及
び
第
二
十
条
中
「
第
二
十

一
条
及
び
第
二
十
一
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
」
と
、
「
こ
の
条
例
に
定
め
る
」

と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
に
規
定
す
る
」
と
、
第

二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
五
」
と
、
第
二

十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
及
び
第
一
号
任
期
付
研
究
員
」
と

す
る
。 

第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で 

（
略
） 
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東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
二
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

【
第
二
条
関
係
】 

改 
 

 
 

正 
 

 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

 
 

 

行 

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例
の
適
用
） 

第
八
条 

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二

条
第
一
項
、
第
三
条
、
第
六
条
の
二
第
二
項
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第

十
九
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
三
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
一
項
中
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
」
と
あ

る
の
は
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
並
び
に
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用

及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
二
号
。
以
下
「
任

期
付
研
究
員
採
用
条
例
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
」
と
、
第
三
条

中
「
こ
の
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
の
規

定
」
と
、
第
六
条
の
二
第
二
項
中
「
第
五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
五
条
の

二
並
び
に
前
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
」
と

あ
る
の
は
「
任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
」
と
、

第
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
指
定
す
る
職
員
又
は
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」

と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員
、
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
又
は
第
一
号
任

期
付
研
究
員
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
指
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員

又
は
第
一
号
任
期
付
研
究
員
」
と
、
第
十
九
条
の
二
第
三
項
及
び
第
二
十
条
中
「
第
二
十

一
条
及
び
第
二
十
一
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
」
と
、
「
こ
の
条
例
に
定
め
る
」

と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
に
規
定
す
る
」
と
、
第

二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
と
、

第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
及
び
第
一
号
任
期
付
研
究
員
」

と
す
る
。 

第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
略
） 

（
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例
の
適
用
） 

第
八
条 

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二

条
第
一
項
、
第
三
条
、
第
六
条
の
二
第
二
項
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第

十
九
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
三
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
一
項
中
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
」
と
あ

る
の
は
「
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
並
び
に
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用

及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
二
号
。
以
下
「
任

期
付
研
究
員
採
用
条
例
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
」
と
、
第
三
条

中
「
こ
の
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
の
規

定
」
と
、
第
六
条
の
二
第
二
項
中
「
第
五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
五
条
の

二
並
び
に
前
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
」
と

あ
る
の
は
「
任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
」
と
、

第
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
指
定
す
る
職
員
又
は
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」

と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員
、
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
又
は
第
一
号
任

期
付
研
究
員
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
指
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
す
る
職
員

又
は
第
一
号
任
期
付
研
究
員
」
と
、
第
十
九
条
の
二
第
三
項
及
び
第
二
十
条
中
「
第
二
十

一
条
及
び
第
二
十
一
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
」
と
、
「
こ
の
条
例
に
定
め
る
」

と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
に
規
定
す
る
」
と
、
第

二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
五
」
と
、「
百
分

の
百
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
」
と
、
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
職
員
」

と
あ
る
の
は
「
職
員
及
び
第
一
号
任
期
付
研
究
員
」
と
す
る
。 

第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で 

（
略
） 
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東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
十
二
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で 

（
略
） 

 
 
 

附 
則 

 
 
 

附 

則 

１
か
ら
３
ま
で 
（
現
行
の
と
お
り
） 

１
か
ら
３
ま
で 

（
略
） 

４ 

前
項
の
規
定
は
、
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
で
人
事
委
員
会
の
承

認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
日
（
以
下
「
失
効
す
る
日
」
と
い
う
。
）
限
り
、
そ

の
効
力
を
失
う
。
た
だ
し
、
失
効
す
る
日
前
に
前
項
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事

し
た
こ
と
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
防
疫
等
業
務
手
当
で
、
失
効
す
る

日
以
後
に
支
給
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
、
失
効
す
る
日
以
後

も
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。 

５
及
び
６ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

４ 

前
項
の
規
定
は
、
令
和
三
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
で
人
事
委
員
会
の
承

認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

 

５
及
び
６ 

（
略
） 
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職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
六
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

（
用
語
の
意
義
） 

第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条 

（
略
） 

（
用
語
の
意
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

一
か
ら
四
ま
で 
（
現
行
の
と
お
り
） 

五 

赴
任 

東
京
都
（
以
下
「
都
」
と
い
う
。
）
の
要
請
に
基
づ
い
て
国
若
し

く
は
他
の
地
方
公
共
団
体
等
を
退
職
し
、引
き
続
い
て
採
用
さ
れ
た
職
員
若

し
く
は
任
命
権
者
が
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
指
定
し
た
職

に
充
て
る
た
め
採
用
さ
れ
た
職
員
が
、
そ
の
採
用
に
伴
う
移
転
の
た
め
住
所

若
し
く
は
居
所
か
ら
在
勤
庁
に
旅
行
し
、
転
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
が
、
そ

の
転
任
に
伴
う
移
転
の
た
め
旧
在
勤
庁
か
ら
新
在
勤
庁
に
旅
行
し
、
又
は
住

所
若
し
く
は
居
所
を
移
転
す
る
者
で
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
と
協
議
し

て
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
も
の
が
、
移
転
の
た
め
旅
行
す
る
こ

と
を
い
う
。 

六
か
ら
九
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２
及
び
３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
旅
費
の
支
給
） 

第
三
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

一 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

二 

職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
が
、
島
し
よ
の
区
域

内
の
在
勤
地
又
は
被
災
地
支
援
の
業
務
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

に
限
る
。
）
に
従
事
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
都
の
区
域
外
の
在
勤
地
に
お

い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
退
職
と
な
り
、
そ
の
退
職
の

 

一
か
ら
四
ま
で 

（
略
） 

五 

赴
任 

都
の
要
請
に
基
づ
い
て
国
若
し
く
は
他
の
地
方
公
共
団
体
等
を

退
職
し
、
引
き
続
い
て
採
用
さ
れ
た
職
員
若
し
く
は
任
命
権
者
が
あ
ら
か
じ

め
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
指
定
し
た
職
に
充
て
る
た
め
採
用
さ
れ
た
職

員
が
、
そ
の
採
用
に
伴
う
移
転
の
た
め
住
所
若
し
く
は
居
所
か
ら
在
勤
庁
に

旅
行
し
、
転
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
が
、
そ
の
転
任
に
伴
う
移
転
の
た
め
旧

在
勤
庁
か
ら
新
在
勤
庁
に
旅
行
し
、
又
は
住
所
若
し
く
は
居
所
を
移
転
す
る

者
で
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
た
も
の
が
、
移
転
の
た
め
旅
行
す
る
こ
と
を
い
う
。 

 

六
か
ら
九
ま
で 

（
略
） 

２
及
び
３ 

（
略
） 

（
旅
費
の
支
給
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
一 

（
略
） 

 

二 
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
が
、
島
し
よ
の
区
域

内
の
在
勤
地
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
退
職
と

な
り
、
そ
の
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
一
月
以
内
に
旧
在
勤
地
を
出
発
し
て
、

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
本
邦
の
地
域
に
帰
住
し
た
場
合
に
は
、
当
該
職
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日
の
翌
日
か
ら
一
月
以
内
に
旧
在
勤
地
を
出
発
し
て
、
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
本
邦
の
地
域
に
帰
住
し
た
場
合
に
は
、
当
該
職
員 

 

三
か
ら
八
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３
か
ら
６
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
旅
行
命
令
等
） 

第
四
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２
及
び
３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

４ 

旅
行
命
令
権
者
は
、
旅
行
命
令
等
を
発
し
、
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
に
は
、

旅
行
命
令
簿
又
は
旅
行
依
頼
簿
（
旅
行
命
令
簿
又
は
旅
行
依
頼
簿
に
記
載
す
べ

き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。以
下「
旅
行
命
令
簿
等
」と
い
う
。）

に
当
該
旅
行
に
関
す
る
事
項
の
記
載
又
は
記
録
を
し
、こ
れ
を
当
該
旅
行
者
に

提
示
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
内
国
旅
行
（
宿
泊
を
要
し
な
い

場
合
に
限
る
。
）
の
う
ち
近
接
地
内
に
出
張
を
命
じ
る
と
き
又
は
旅
行
命
令
簿

等
に
当
該
旅
行
に
関
す
る
事
項
の
記
載
若
し
く
は
記
録
を
し
、
こ
れ
を
提
示
す

る
い
と
ま
が
な
い
と
き
は
、
口
頭
に
よ
り
旅
行
命
令
等
を
発
し
、
又
は
こ
れ
を

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
速
や
か
に
旅
行
命
令
簿

等
に
、
当
該
旅
行
に
関
す
る
事
項
の
記
載
又
は
記
録
を
し
、
こ
れ
を
当
該
旅
行

者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５
か
ら
７
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

員 

 

三
か
ら
八
ま
で 

（
略
） 

３
か
ら
６
ま
で 

（
略
） 

（
旅
行
命
令
等
） 

第
四
条 

（
略
） 

２
及
び
３ 

（
略
） 

４ 

旅
行
命
令
権
者
は
、
旅
行
命
令
等
を
発
し
、
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
に
は
、

旅
行
命
令
簿
又
は
旅
行
依
頼
簿
（
旅
行
命
令
簿
又
は
旅
行
依
頼
簿
に
記
載
す
べ

き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。以
下「
旅
行
命
令
簿
等
」と
い
う
。）

に
当
該
旅
行
に
関
す
る
事
項
の
記
載
又
は
記
録
を
し
、こ
れ
を
当
該
旅
行
者
に

提
示
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
旅
行
命
令
簿
等
に
当
該
旅
行
に

関
す
る
事
項
の
記
載
又
は
記
録
を
し
、
こ
れ
を
提
示
す
る
い
と
ま
が
な
い
と
き

は
、
口
頭
に
よ
り
旅
行
命
令
等
を
発
し
、
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
速
や
か
に
旅
行
命
令
簿
等
に
、
当
該
旅
行
に
関

す
る
事
項
の
記
載
又
は
記
録
を
し
、
こ
れ
を
当
該
旅
行
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

５
か
ら
７
ま
で 

（
略
） 

第
五
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
旅
費
の
種
類
） 

第
五
条 

（
略
） 

（
旅
費
の
種
類
） 

第
六
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２
か
ら
６
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
六
条 

（
略
） 

２
か
ら
６
ま
で 

（
略
） 

７ 

旅
行
雑
費
は
、
出
張
（
外
国
旅
行
に
お
け
る
近
接
地
外
の
出
張
を
除
く
。
）

又
は
近
接
地
内
の
赴
任
の
場
合
に
あ
つ
て
は
実
費
額
に
よ
り
、
近
接
地
外
の

７ 

旅
行
雑
費
は
、
旅
行
中
の
日
数
に
応
じ
一
日
当
た
り
の
定
額
に
よ
り
支
給

す
る
。 
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赴
任
の
場
合
に
あ
つ
て
は
旅
行
中
の
日
数
に
応
じ
一
日
当
た
り
の
定
額
に
よ

り
支
給
す
る
。 

８
か
ら
１４
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

８
か
ら
１４
ま
で 

（
略
） 

第
七
条
及
び
第
八
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
七
条
及
び
第
八
条 

（
略
） 

第
九
条 

旅
行
者
が
同
一
地
域
（
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
域
区
分
に
よ

る
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
滞
在
す
る
場
合
に
お
け
る
日
当
及
び
宿

泊
料
は
、
そ
の
地
域
に
到
着
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
滞
在
日
数
十
五

日
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
超
え
る
日
数
に
つ
い
て
定
額
の
十
分
の
一
に

相
当
す
る
額
、
滞
在
日
数
三
十
日
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
超
え
る
日
数

に
つ
い
て
定
額
の
十
分
の
二
に
相
当
す
る
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
定
額
か
ら
減

じ
た
額
に
よ
る
。 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
九
条 

旅
行
者
が
同
一
地
域
（
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
域
区
分
に
よ

る
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
滞
在
す
る
場
合
に
お
け
る
日
当
又
は
旅

行
雑
費
及
び
宿
泊
料
は
、
そ
の
地
域
に
到
着
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

滞
在
日
数
十
五
日
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
超
え
る
日
数
に
つ
い
て
定
額

の
十
分
の
一
に
相
当
す
る
額
、
滞
在
日
数
三
十
日
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ

の
超
え
る
日
数
に
つ
い
て
定
額
の
十
分
の
二
に
相
当
す
る
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ

の
定
額
か
ら
減
じ
た
額
に
よ
る
。 

２ 

（
略
） 

第
十
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
一
条 

一
日
の
旅
行
に
お
い
て
、
日
当
又
は
宿
泊
料
（
扶
養
親
族
移
転
料

の
う
ち
こ
れ
ら
の
旅
費
に
相
当
す
る
部
分
を
含
む
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
つ
い
て
定
額
を
異
に
す
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
額
の
多
い

方
の
定
額
に
よ
る
日
当
又
は
宿
泊
料
を
支
給
す
る
。 

第
十
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
近
接
地
内
旅
費
） 

第
十
条 

（
略
） 

第
十
一
条 

一
日
の
旅
行
に
お
い
て
、
日
当
、
旅
行
雑
費
又
は
宿
泊
料
（
扶
養

親
族
移
転
料
の
う
ち
こ
れ
ら
の
旅
費
に
相
当
す
る
部
分
を
含
む
。
以
下
本
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
定
額
を
異
に
す
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

額
の
多
い
方
の
定
額
に
よ
る
日
当
、
旅
行
雑
費
又
は
宿
泊
料
を
支
給
す
る
。 

第
十
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で 

（
略
） 

（
近
接
地
内
旅
費
） 

第
十
五
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 
第
十
五
条 

（
略
） 

 

一 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 
一 

（
略
） 

 

二 

別
表
第
一
に
規
定
す
る
旅
行
雑
費 
二 
引
き
続
く
五
時
間
以
上
の
旅
行
で
、在
勤
庁
か
ら
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
場
合
に
は
、
二
百
円
の
額
の
旅
行
雑
費 

 

三
及
び
四 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

三
及
び
四 
（
略
） 

第
十
六
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
六
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 

（
略
） 
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（
旅
行
雑
費
） 

（
旅
行
雑
費
） 

第
二
十
四
条 

旅
行
雑
費
の
額
は
、
別
表
第
一
に
規
定
す
る
額
に
よ
る
。 

第
二
十
四
条 

旅
行
雑
費
の
額
は
、
別
表
第
一
の
定
額
に
よ
る
。 

２ 
鉄
道
二
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
水
路
若
し
く
は
陸
路
百
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
未
満
の
旅
行
（
近
接
地
外
の
赴
任
に
限
る
。
次
項
及
び
第
三
十
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
場
合
に
お
け
る
旅
行
雑
費
の
額
は
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天

災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
宿
泊
し
た
場
合
を
除
く
ほ
か
、
前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る

額
に
よ
る
。 

３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

鉄
道
二
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
水
路
若
し
く
は
陸
路
百
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
未
満
の
旅
行
の
場
合
に
お
け
る
旅
行
雑
費
の
額
は
、
公
務
上
の
必
要
又
は

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
宿
泊
し
た
場
合
を
除
く
ほ
か
、
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
定
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
よ

る
。 

 

３ 

（
略
） 

第
二
十
五
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で 
（
現
行
の
と
お
り
） 

（
日
当
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料
） 

第
二
十
五
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で 

（
略
） 

（
日
当
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料
） 

第
三
十
五
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３ 

第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、第
二
十
五
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
六

条
第
二
項
の
規
定
は
、
外
国
旅
行
の
場
合
の
日
当
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
旅
行
（
近

接
地
外
の
赴
任
に
限
る
。
次
項
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る

の
は
「
旅
行
」
と
、
「
旅
行
雑
費
」
と
あ
る
の
は
「
日
当
」
と
、
「
前
項
」
と

あ
る
の
は
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
十
五
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、第
二
十
五
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
六

条
第
二
項
の
規
定
は
、
外
国
旅
行
の
場
合
の
日
当
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
旅
行
雑
費
」

と
あ
る
の
は
「
日
当
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

  

第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一 

内
国
旅
行
の
旅
費
（
第
十
五
条
、
第
二
十
四
条
―
第
二
十
八
条
、 

第
三
十
条
関
係
） 

㈠ 
 

旅
行
雑
費
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

  

別
表
第
一 

内
国
旅
行
の
旅
費
（
第
十
五
条
、
第
二
十
四
条
―
第
二
十
八
条
、 

第
三
十
条
関
係
） 

㈠ 
 

旅
行
雑
費
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料 
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区
分 

旅
行
雑
費
（
一
日
に
つ

き
） 

宿
泊
料
（
一
夜
に
つ
き
） 

食
卓
料

（
一
夜 

に
つ
き
） 

出
張
又
は

近
接
地
内

の
赴
任 

近
接
地
外

の
赴
任 

甲
地
方 

乙
地
方 

指
定
職

の
職
務

に
あ
る

者 

公
務
上
の

必
要
に
よ

り
や
む
を

得
ず
負
担

し
た
通
話

料
金
等
の

額 

一
、
一
〇

〇
円 

(

現
行
の

と
お
り) 

(

現
行
の

と
お
り) 

(

現
行
の

と
お
り) 

五
級
以

下
の
職

務
に
あ

る
者 

(

現
行
の

と
お
り) 

(

現
行
の

と
お
り) 

(

現
行
の

と
お
り) 

備
考 

（
現
行
の
と
お
り
） 

区
分 

旅
行
雑
費

（
一
日
に
つ

き
） 

宿
泊
料
（
一
夜
に
つ
き
） 

食
卓
料
（
一

夜
に
つ
き
） 

甲
地
方 

乙
地
方 

指
定
職
の

職
務
に
あ

る
者 

一
、
一
〇
〇円 

(

略) 
(

略) 
(

略) 

五
級
以
下

の
職
務
に

あ
る
者 

(

略) 
(

略) 
(

略) 

備
考 

（
略
） 

㈡ 
 

移
転
料 

（
現
行
の
と
お
り
） 

㈡ 
 

移
転
料 

（
略
） 

別
表
第
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
二 

（
略
） 
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職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
十
五
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 

第
一
条
か
ら
第
十
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
十
条
ま
で 

（
略
） 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
の
制
限
） 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
の
制
限
） 

第
十
条
の
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
条
の
二 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
配
偶
者
若
し
く
は
二
親
等
内
の
親
族
又
は
同
一
の
世
帯 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
配
偶
者
又
は
二
親
等
内
の
親
族
で
疾
病
、
負
傷
又
は
老 

に
属
す
る
者
で
疾
病
、
負
傷
又
は
老
齢
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
に
支 

齢
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の
（
以
下
「
要
介
護
者
」 

障
が
あ
る
も
の
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い 

と
い
う
。
）
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、 

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達 

同
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
職
員
（
当 

す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
職
員
（
当
該
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な 

該
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に 

い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
） 

あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
東
京
都
規 

で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
東
京
都
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る 

則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
が
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の 

場
合
を
除
く
。
） 

が
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
、「
次
項
に
規
定
す 

は
、「
次
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」 

る
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
読
み
替
え
る
も 

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

の
と
す
る
。 

 

３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３ 

（
略
） 

第
十
条
の
二
の
二
か
ら
第
二
十
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
条
の
二
の
二
か
ら
第
二
十
条
ま
で 

（
略
） 
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学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
四
十
五
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

改 

正 

案 

現 
 

行 

第
一
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で 

（
略
） 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
の
制
限
） 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
の
制
限
） 

第
十
一
条
の
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
一
条
の
二 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
は
、配
偶
者
若
し
く
は
二
親
等
内
の
親
族
又
は
同
一
の
世
帯
に 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
配
偶
者
又
は
二
親
等
内
の
親
族
で
疾
病
、
負
傷
又
は
老 

属
す
る
者
で
疾
病
、
負
傷
又
は
老
齢
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
に
支
障
が 

齢
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の
（
以
下
「
要
介
護
者
」 

あ
る
も
の
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準 

と
い
う
。）
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、 

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る 

同
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
職
員
（
当 

ま
で
の
子
を
養
育
す
る
職
員
（
当
該
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が 

該
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に 

事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
で 

あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
教
育
委
員 

当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す 

会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
が
当
該
子
を
養
育
」
と
あ 

る
場
合
を
除
く
。
） 

が
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
、「
次
項
に
規
定 

る
の
は
、「
次
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
当
該
要
介
護
者
を 

す
る
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
読
み
替
え
る 

介
護
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

も
の
と
す
る
。 

 

３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３ 

（
略
） 

第
十
一
条
の
二
の
二
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
一
条
の
二
の
二
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
略
） 
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職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
十
五
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で 

（
略
） 

別
記
様
式
一
（
公
営
企
業
職
員
、
教
育
公
務
員
、
警
察
職
員
及
び
消
防
職
員
を
除

く
そ
の
他
の
職
員
） 

別
記
様
式
一
（
公
営
企
業
職
員
、
教
育
公
務
員
、
警
察
職
員
及
び
消
防
職
員
を
除

く
そ
の
他
の
職
員
） 

宣 
誓 

書 

私
は
、
こ
こ
に
、
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
認
め
る
日
本
国
憲
法
を
尊
重

し
、
か
つ
、
擁
護
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。 

 

私
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
を
体
す
る
と
と
も
に
公
務
を
民
主
的
か
つ
能
率
的
に

運
営
す
べ
き
責
務
を
深
く
自
覚
し
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
誠
実
か
つ
公
正
に

職
務
を
執
行
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。 

 
 
 
 

 

年 

月 

日 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

氏 
 
 

 
 
 

名 

 

宣 

誓 

書 

私
は
、
こ
こ
に
、
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
認
め
る
日
本
国
憲
法
を
尊
重

し
、
且
つ
、
擁
護
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。 

 

私
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
を
体
す
る
と
と
も
に
公
務
を
民
主
的
且
つ
能
率
的
に

運
営
す
べ
き
責
務
を
深
く
自
覚
し
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
誠
実
且
つ
公
正
に

職
務
を
執
行
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。 

 
 
 
 

 

年 

月 

日 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

氏 
 
 

 
 
 

名 

印 

様
式
二
（
公
営
企
業
職
員
） 

様
式
二
（
公
営
企
業
職
員
） 

宣 

誓 

書 

私
は
、
こ
こ
に
、
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
認
め
る
日
本
国
憲
法
を
尊
重

し
、
か
つ
、
擁
護
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。 

 

私
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
を
体
す
る
と
と
も
に
、
地
方
公
営
企
業
を
民
主
的
か

つ
能
率
的
に
運
営
す
べ
き
責
務
を
深
く
自
覚
し
、
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と

を
念
と
し
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
誠
実
か
つ
公
正
に
職
務
を
執
行
す
る
こ
と

を
固
く
誓
い
ま
す
。 

 
 
 
 

 

年 

月 

日 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏 
 
 

 
 
 

名 

  

宣 

誓 

書 

私
は
、
こ
こ
に
、
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
認
め
る
日
本
国
憲
法
を
尊
重

し
、
且
つ
、
擁
護
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。 

 

私
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
を
体
す
る
と
と
も
に
、
地
方
公
営
企
業
を
民
主
的
且

つ
能
率
的
に
運
営
す
べ
き
責
務
を
深
く
自
覚
し
、
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と

を
念
と
し
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
誠
実
且
つ
公
正
に
職
務
を
執
行
す
る
こ
と

を
固
く
誓
い
ま
す
。 

 
 
 

 
 

年 

月 

日 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

氏 
 
 

 
 
 

名 

印 
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様
式
三
（
教
育
公
務
員
） 

様
式
三
（
教
育
公
務
員
） 

宣 

誓 

書 

私
は
、
こ
こ
に
、
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
認
め
る
日
本
国
憲
法
を
尊
重

し
、
か
つ
、
擁
護
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。 

 

私
は
、
地
方
自
治
及
び
教
育
の
本
旨
を
体
す
る
と
と
も
に
公
務
を
民
主
的
か
つ

能
率
的
に
運
営
す
べ
き
責
務
を
深
く
自
覚
し
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
誠
実
か

つ
公
正
に
職
務
を
執
行
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。 

 
 
 
 

 

年 

月 
日 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

氏 
 
 

 
 
 

名 

宣 

誓 

書 

私
は
、
こ
こ
に
、
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
認
め
る
日
本
国
憲
法
を
尊
重

し
、
且
つ
、
擁
護
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。 

 

私
は
、
地
方
自
治
及
び
教
育
の
本
旨
を
体
す
る
と
と
も
に
公
務
を
民
主
的
且
つ

能
率
的
に
運
営
す
べ
き
責
務
を
深
く
自
覚
し
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
誠
実
且

つ
公
正
に
職
務
を
執
行
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。 

 
 
 

 
 

年 

月 

日 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

氏 
 
 

 
 
 

名 

印 

様
式
四
（
警
察
職
員
） 

様
式
四
（
警
察
職
員
） 

宣 

誓 

書 

私
は
、
日
本
国
憲
法
、
法
令
、
条
例
そ
の
他
の
諸
法
規
を
忠
実
に
擁
護
し
、
命

令
を
遵
守
し
、
警
察
職
務
に
優
先
し
て
そ
れ
に
従
う
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
団
体

又
は
組
織
に
加
入
せ
ず
、
何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
ず
、
何
も
の
を
も
恐
れ
ず
、
何

も
の
を
も
憎
ま
ず
、
良
心
の
み
に
従
つ
て
、
公
正
に
警
察
職
務
の
遂
行
に
当
た
る

こ
と
を
厳
粛
に
誓
い
ま
す
。 

 
 
 
 

 

年 

月 

日 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

氏 
 
 

 
 
 

名 

宣 

誓 

書 

私
は
、
日
本
国
憲
法
、
法
令
、
条
例
そ
の
他
の
諸
法
規
を
忠
実
に
擁
護
し
、
命

令
を
遵
守
し
、
警
察
職
務
に
優
先
し
て
そ
れ
に
従
う
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
団
体

又
は
組
織
に
加
入
せ
ず
、
何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
ず
、
何
も
の
を
も
恐
れ
ず
、
何

も
の
を
も
憎
ま
ず
、
良
心
の
み
に
従
つ
て
、
公
正
に
警
察
職
務
の
遂
行
に
当
る
こ

と
を
厳
粛
に
誓
い
ま
す
。 

 
 
 

 
 

年 

月 

日 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

氏 
 
 

 
 
 

名 

印 

様
式
五
（
消
防
職
員
） 

様
式
五
（
消
防
職
員
） 

宣 

誓 

書 

私
は
、
日
本
国
憲
法
及
び
法
律
を
擁
護
し
、
命
令
、
条
例
及
び
規
則
を
遵
守
し
、

東
京
都
民
の
奉
仕
者
と
し
て
良
心
の
み
に
従
つ
て
誠
実
か
つ
公
正
に
職
務
の
遂

行
に
当
た
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。 

 
 
 
 

 

年 

月 

日 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

氏 
 
 

 
 
 

名 

宣 

誓 

書 

私
は
、
日
本
国
憲
法
並
び
に
法
律
を
擁
護
し
、
命
令
、
条
例
及
び
規
則
を
遵
守

し
、
東
京
都
民
の
奉
仕
者
と
し
て
良
心
の
み
に
従
つ
て
誠
実
且
つ
公
正
に
職
務
の

遂
行
に
当
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。 

 
 
 

 
 

年 

月 

日 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏 
 
 

 
 
 

名 

印 
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